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附
属
書
二
（
第
三
章
関
係
）　

品
目
別
規
則 

 
第
一
編　

一
般
的
注
釈 

　

こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
規
則
の
適
用
上
、 

　

特
定
の
項
又
は
号
の
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
品
目
別
規
則
又
は
一
連
の
品
目
別
規
則
は
、
次
編
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

(a)

 

る
項
又
は
号
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
則
と
す
る
。

　

こ
の
附
属
書
の
中
で
、
重
量
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
乾
燥
重
量
を
い
う
。 

(b)　

次
の
定
義
を
適
用
す
る
。 

(c)

　

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。 

(i)　

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
を
い
う
。 

(ii)　

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。 

(iii)　

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。 

(iv)
　

原
産
地
に
関
す
る
特
定
の
品
目
別
規
則
が

か
ら

ま
で
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お

(d)

(e)
(i)

(iii)
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い
て
「
Ｃ
Ｔ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
準
を
用
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
品
目
別
規
則
の
対
象
で
あ
る

産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
各
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
る
Ｃ
Ｔ
Ｃ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
Ｃ

 

Ｔ
Ｃ
の
要
件
は
、
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

 

　

次
の
略
号
を
適
用
す
る
。

(e)

　

「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
特
定
の
類
、
項
又
は
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品

(i)
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
二
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
Ｃ
Ｔ
Ｃ
（
す

 

な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
特
定
の
類
、
項
又
は
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産

(ii)
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
Ｃ
Ｔ
Ｃ

 

（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
特
定
の
類
、
項
又
は
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、

(iii)
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
六
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
Ｃ
Ｔ
Ｃ

 

（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
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「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
」
又
は
「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
五
〇
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
二
十
九
条
４

に
定
め
る
計
算
式
を
用
い
て
算

(iv)

(b)

定
す
る
原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
又
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
産
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
の
最
終

 

工
程
が
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

　

こ
の
附
属
書
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
十
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い

(f)

 

て
「
二
千
十
七
年
の
統
一
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
特
定
の
割
合
で
あ
っ
て
、
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
（
関
連
す
る
関
税
分
類

(g)

 

の
変
更
が
行
わ
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額
の
総
額
又
は
総
重
量
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
八
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
の
各
類
及
び
第
六
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類
に
規
定
す
る

(i)

 

産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
価
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
○
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
重
量
の
七

(ii)

 

パ
ー
セ
ン
ト

 

注
釈
１　

「
非
原
産
材
料
の
価
額
」
と
は
、
第
二
十
九
条
６
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
う
。

注
釈
２　

「
当
該
産
品
の
価
額
」
と
は
、
第
二
十
九
条
４

に
規
定
す
る
本
船
渡
し
の
価
額
又
は
同
条
５
に
規
定
す
る

(b)
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価
額
を
い
う
。

 

　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
八
類
か
ら
第
四
〇
類
ま
で
の
各
類
の
適
用
上
、

(h)

　

「
化
学
反
応
」
と
は
、
一
の
工
程
（
生
化
学
的
工
程
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
分
子
内
の
結
合
を
切
断
し
、
か
つ
、

(i)
新
た
な
分
子
内
の
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
又
は
分
子
内
の
原
子
の
空
間
的
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
構

 

造
を
有
す
る
分
子
を
生
ず
る
も
の
を
い
い
、
次
の
事
項
を
含
ま
な
い
。

 

　

水
そ
の
他
の
溶
媒
へ
の
溶
解

(A)

 

　

溶
媒
（
溶
媒
水
を
含
む
。
）
の
除
去

(B)

 

　

結
晶
水
の
追
加
又
は
除
去

(C)
　

「
精
製
」
と
は
、
不
純
物
の
削
減
又
は
除
去
の
工
程
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

(ii)

 

　

存
在
す
る
不
純
物
の
含
有
量
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
除
去
を
も
た
ら
す
工
程

(A)

 

　

一
又
は
二
以
上
の
次
の
応
用
に
直
接
適
す
る
産
品
を
も
た
ら
す
工
程

(B)

　

医
薬
用
、
医
療
用
、
化
粧
用
、
獣
医
用
又
は
食
品
等
級
の
物
質 

(AA)　

分
析
用
、
診
断
用
又
は
実
験
用
の
化
学
品
及
び
試
薬 

(BB)
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マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
に
お
い
て
用
い
る
元
素
及
び
成
分 

(CC)　

特
殊
光
学
的
用
途 
(DD)　

生
物
工
学
的
用
途 

(EE)　

分
離
工
程
に
用
い
る
支
持
体 

(FF)　

原
子
力
等
級
用
途 

(GG)

　

「
異
性
体
分
離
」
と
は
、
異
性
体
の
混
合
物
か
ら
の
一
の
異
性
体
の
単
離
又
は
分
離
の
工
程
を
い
う
。 

(iii)　

「
生
物
工
学
的
工
程
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。 

(iv)

　

微
生
物
又
は
人
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
細
胞
の
生
物
学
的
又
は
生
物
工
学
的
な
培
養
、
交
配
又
は
遺
伝
子
の
改

(A)

 変

 

　

細
胞
構
造
又
は
細
胞
間
構
造
の
生
成
、
単
離
又
は
精
製

(B)
　

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
五
五
類
ま
で
の
各
類
及
び
第
六
〇
類
の
適
用
上
、
浸
染
し
、
又
は
な
せ
ん
す
る

(i)
(i)

 

工
程
に
つ
い
て
は
、
二
以
上
の
次
の
作
業
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

抗
菌
防
臭
加
工 

(1)
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防
融
加
工 
(2)　

防
蚊
加
工 
(3)　

抗
ピ
ル
加
工 

(4)　

帯
電
防
止
加
工
、
制
電
加
工 

(5)　

し
わ
加
工 

(6)　

漂
白 

(7)　

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ 

(8)　

バ
フ
加
工 

(9)　

抜
蝕
加
工
、
オ
パ
ー
ル
加
工 

し
よ
く

(10)　

カ
レ
ン
ダ
仕
上
げ 

(11)　

圧
縮
収
縮
仕
上
げ 

(12)　

防
し
わ
加
工 

(13)　

蒸
じ
ゅ
う
、
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ 

(14)
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消
臭
加
工 
(15)　

イ
ー
ジ
ー
ケ
ア
加
工 
(16)　

エ
ン
ボ
ス
加
工 

(17)　

エ
メ
リ
加
工 

(18)　

難
燃
加
工 

(19)　

植
毛
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
電
着
加
工 

(20)　

発
泡
な
せ
ん 

(21)　

液
体
ア
ン
モ
ニ
ア
加
工 

(22)　

マ
ー
セ
ラ
イ
ズ
加
工 

(23)　

制
菌
加
工 

(24)　

縮
じ
ゅ
う 

(25)　

モ
ア
レ
仕
上
げ 

(26)　

透
湿
防
水
加
工 

(27)
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は
つ
油
加
工 
(28)　

オ
ー
ガ
ン
ジ
加
工 
(29)　

減
量
加
工 

(30)　

芳
香
加
工 

(31)　

リ
ラ
ッ
ク
ス
処
理 

(32)　

リ
ッ
プ
ル
加
工 

(33)　

シ
ュ
ラ
イ
ナ
加
工 

(34)　

せ
ん
毛
、
シ
ャ
リ
ン
グ 

(35)　

防
縮
加
工 

(36)　

ソ
イ
ル
ガ
ー
ド
加
工
（
Ｓ
Ｇ
加
工
） 

(37)　

ソ
イ
ル
リ
リ
ー
ス
加
工
（
Ｓ
Ｒ
加
工
） 

(38)　

ス
ト
レ
ッ
チ
加
工 

(39)　

防
ダ
ニ
加
工 

(40)
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Ｕ
Ｖ
カ
ッ
ト
加
工 
(41)　

ウ
ォ
ッ
シ
ュ
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ア
加
工
（
Ｗ
＆
Ｗ
加
工
） 
(42)　

吸
水
加
工 

(43)　

防
水
加
工 

(44)　

は
っ
水
加
工 

(45)　

ウ
ェ
ッ
ト
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ 

(46)　

防
風
加
工 

(47)　

針
布
起
毛 

(48)
　

第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一

(ii)
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八

項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
六
・
〇
四
項
か
ら
第
五
六
・
〇
九
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
九
・
〇
二
項
、
第
五
九
・
一
〇
項
、
第
五
七
類
、
第
五
八
類
及
び
第
六
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
の

適
用
上
、
他
方
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
、
完
全
に
カ
ー
ド
さ
れ
、
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若
し
く
は
コ
ー
ム
さ
れ
、
紡
績
さ
れ
、
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
、
製
織
さ
れ
、
又
は
メ
リ
ヤ
ス
編
み
さ

れ
、
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
さ
れ
る
非
原
産
材
料
は
、
当
該
非
原
産
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
締
約
国
に
次

 

の
い
ず
れ
か
の
態
様
に
よ
り
輸
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
当
該
第
三
国
か
ら
の
直
接
輸
送

(A)　

積
替
え
又
は
一
時
蔵
置
の
た
め
の
一
又
は
二
以
上
の
他
の
第
三
国
を
経
由
し
た
輸
送
。
た
だ
し
、
当
該
他
の
第
三

(B)
国
に
お
い
て
積
卸
し
及
び
当
該
非
原
産
材
料
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
作
業
以
外
の
作

 

業
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。

　

第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
産
品

(iii)
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
は
、
こ
れ
ら
の
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も

の
と
し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
産
品
に
係
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

　

千
九
百
九
十
六
年
十
二
月
十
三
日
の
世
界
貿
易
機
関
の
閣
僚
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に

(j)
(i)

関
す
る
閣
僚
宣
言
の
付
表
Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品
で
あ
っ
て
、
締
約
国
に
お
い
て
他
の
産
品
を
生
産
す
る
材
料
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と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
閣
僚
宣
言
の
付
表
Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

品
目
別
規
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
閣
僚
宣
言
の
付
表

 

Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。

　

の
規
定
は
、
第
八
五
四
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
五
四
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て

(ii)

(i)

 

は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
編　

品
目
別
規
則 

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類 

 

（
二
千
十
七
年
の
統
一
シ
ス
テ
ム
）

品　

目　

別　

規　

則

第
一
部 

第
一
類 

 

〇
一
・
〇
一－

〇
一
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ

第
二
類 



14

〇
二
・
〇
一－

〇
二
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
三
類 

〇
三
・
〇
一－

〇
三
・
〇
八

　

Ｃ
Ｃ

第
四
類 

〇
四
・
〇
一

－

〇
四
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ

第
五
類 

〇
五
・
〇
一－

〇
五
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ

第
二
部 

第
六
類 
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〇
六
・
〇
一－

〇
六
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

第
七
類 

〇
七
・
〇
一－

〇
七
・
一
四

　

Ｃ
Ｃ　

第
八
類 

〇
八
・
○
一－

〇
八
・
一
四

　

Ｃ
Ｃ

第
九
類 

〇
九
○
一
・
一
一－

〇
九
〇
四
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ

〇
九
〇
四
・
二
一－

〇
九
〇
四
・
二
二

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

〇
九
・
〇
五－

〇
九
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ

第
一
〇
類 
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一
〇
・
〇
一

－

一
〇
・
〇
八

　

Ｃ
Ｃ　

第
一
一
類 

一
一
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
二
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

一
一
〇
二
・
九
〇－

一
一
〇
三
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
三
・
一
三

　

Ｃ
Ｃ

一
一
〇
三
・
一
九－

一
一
〇
三
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
四
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ

一
一
〇
四
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
四
・
二
二－

一
一
〇
四
・
二
三

　

Ｃ
Ｃ

一
一
〇
四
・
二
九－

一
一
〇
四
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
五
・
一
〇－

一
一
〇
六
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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一
一
〇
六
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
・
〇
七

　

Ｃ
Ｃ

一
一
〇
八
・
一
一－

一
一
〇
八
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
三－
一
一
〇
八
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
六
類
又
は
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
二
類 

一
二
・
○
一－

一
二
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

一
二
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
二
・
〇
四－

一
二
・
一
四

　

Ｃ
Ｃ

第
一
三
類 

一
三
・
〇
一－

一
三
・
○
二

　

Ｃ
Ｃ
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第
一
四
類 

一
四
・
〇
一

－

一
四
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

第
三
部 

第
一
五
類 

一
五
・
〇
一

－

一
五
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ

一
五
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ

一
五
・
一
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
四
・
一
一

－

一
五
一
五
・
二
九

　

Ｃ
Ｃ

一
五
一
五
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
五
〇

　

Ｃ
Ｃ
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一
五
一
五
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
六
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ

一
五
一
六
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
五
・
一
一
項
、
第
一
五
・
一
三
項
又
は
第
一
五
一
五
・
三
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

一
五
・
一
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
五
・
一
一
項
又
は
第
一
五
・
一
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
・
一
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
五
・
一
一
項
、
第
一
五
・
一
三
項
又
は
第
一
五
一
五
・
三
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

一
五
・
二
〇－

一
五
・
二
二

　

Ｃ
Ｃ

第
四
部 

第
一
六
類 

一
六
〇
一
・
〇
〇－

一
六
〇
二
・
四
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
又
は
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
二
・
五
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
、
第
二
類
又
は
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
二
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
又
は
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
・
〇
三－

一
六
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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一
六
〇
五
・
一
〇－

一
六
〇
五
・
二
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
又
は
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
五
・
三
〇－

一
六
〇
五
・
四
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
五
・
五
一－

一
六
〇
五
・
六
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
又
は
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
七
類 

一
七
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
一
一－

一
七
〇
二
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

一
七
〇
二
・
三
〇－

一
七
〇
二
・
四
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
又
は
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
五
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
六
〇－

一
七
〇
二
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
又
は
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ
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第
一
八
類 

一
八
・
〇
一－
一
八
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ

第
一
九
類 

一
九
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
九
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
九
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
五

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
〇
類 

二
〇
・
〇
一－

二
〇
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
・
〇
七

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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二
〇
〇
八
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
一
九－

二
〇
〇
八
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
四
〇－
二
〇
〇
九
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
一
類 

二
一
〇
一
・
一
一－

二
一
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
九
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
一
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
九
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
三
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
九
・
〇
四
項
か
ら
第
〇
九
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
一
七
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
三
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
三
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
三
・
九
〇

１　

イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
レ
ー
そ
の
他
の
カ
レ
ー
調
製
品 

 

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
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２　

そ
の
他
の
も
の

　

Ｃ
Ｃ

二
一
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
五
・
〇
〇－
二
一
〇
六
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
又
は
第
一
九
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
六
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
、
第
八
類
、
第
一
〇
類
か
ら
第
一
二
類
ま
で
の
各
類
、
第
一
七
類
、
第
一
九
類
、
第
二

〇
類
又
は
第
二
九
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
二
類 

二
二
〇
一
・
一
〇－

二
二
〇
二
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ

二
二
〇
二
・
九
一－

二
二
〇
二
・
九
九

　

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
二
・
〇
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
二
・
〇
四－

二
二
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
七

　

Ｃ
Ｃ

二
二
〇
八
・
二
〇－

二
二
〇
八
・
三
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
二
〇
八
・
四
〇－

二
二
〇
八
・
六
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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二
二
〇
八
・
七
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
五
〇

 

二
二
〇
八
・
九
〇

１　

合
成
清
酒
又
は
料
理
用
酒
（
み
り
ん
）

 

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｑ
Ｖ
Ｃ
五
〇

 

２　

果
汁
を
も
と
と
し
た
飲
料
で
あ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

 

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

 

３　

そ
の
他
の
も
の

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
二
九
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
三
類 

二
三
〇
一
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
三
〇
二
・
一
〇－

二
三
〇
二
・
五
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
三
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
三
〇
三
・
二
〇－

二
三
〇
三
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

二
三
〇
四
・
〇
〇－

二
三
〇
六
・
四
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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二
三
〇
六
・
五
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
八
・
〇
一
項
又
は
第
一
二
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
三
〇
六
・
六
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
二
〇
七
・
一
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
三
〇
六
・
九
〇－

二
三
〇
八
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
四
類 

二
四
〇
一
・
一
〇

－

二
四
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

二
四
〇
一
・
三
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
四
・
〇
二－

二
四
・
〇
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
五
部 

第
二
五
類 

二
五
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

二
五
・
〇
二－

二
五
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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二
五
・
〇
五－

二
五
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
〇
八
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
〇
八
・
三
〇－
二
五
〇
八
・
六
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
〇
八
・
七
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
・
〇
九－

二
五
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
二
・
〇
〇－

二
五
一
三
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
三
・
二
〇－

二
五
一
四
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
五
・
一
一－

二
五
一
六
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
一
六
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
・
一
七－

二
五
・
二
二

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
三
・
一
〇－

二
五
二
五
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
二
五
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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二
五
・
二
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
・
二
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
五
・
二
九－
二
五
・
三
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
六
類 

二
六
・
〇
一

－

二
六
・
〇
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
〇
三

－

二
六
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
〇
五

－

二
六
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ

二
六
一
〇
・
〇
〇

－

二
六
一
六
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
一
六
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
一
七

－

二
六
・
一
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
六
・
一
九

－

二
六
・
二
一

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
二
七
類 

二
七
〇
一
・
一
一

－

二
七
〇
一
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ

二
七
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
・
〇
二

－

二
七
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ

二
七
・
〇
四

－

二
七
・
〇
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
一
〇
・
一
二

－

二
七
一
〇
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
一
〇
・
九
一

－

二
七
一
〇
・
九
九

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

二
七
・
一
一

－

二
七
・
一
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
部 

第
二
八
類 

二
八
〇
一
・
一
〇

－

二
八
〇
四
・
五
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
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れ
る
こ
と
。

二
八
〇
四
・
六
一

－

二
八
〇
四
・
六
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
八
〇
四
・
七
〇

－

二
八
一
三
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
八
一
四
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
八
一
四
・
二
〇

－

二
八
四
二
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
八
・
四
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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二
八
・
四
四

－

二
八
・
五
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
二
九
類 

二
九
〇
一
・
一
〇

－

二
九
〇
五
・
四
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
〇
五
・
四
三

－

二
九
〇
五
・
四
四

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
五
・
四
五

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
五
・
四
九

－

二
九
〇
五
・
五
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
〇
六
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
三
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
六
・
一
二

－

二
九
一
六
・
一
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 
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化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
一
六
・
一
五

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
一
六
・
一
六

－

二
九
一
八
・
一
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
一
八
・
一
四

－

二
九
一
八
・
一
五

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
一
七
類
又
は
第
二
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
一
八
・
一
六

－

二
九
二
二
・
三
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
二
二
・
四
一

－

二
九
二
二
・
四
二

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
二
二
・
四
三－

二
九
二
三
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
二
三
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

二
九
二
三
・
三
〇

－

二
九
二
四
・
二
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 
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Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
二
四
・
二
五

－

二
九
二
四
・
二
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
九
二
五
・
一
一

－

二
九
三
八
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
三
八
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
九
・
三
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

二
九
・
四
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
・
四
一

－

二
九
・
四
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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第
三
〇
類 

三
〇
・
〇
一－
三
〇
・
〇
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
〇
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
三
〇
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
〇
〇
五
・
一
〇

－

三
〇
〇
六
・
九
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
〇
〇
六
・
九
二

　

Ｃ
Ｃ

第
三
一
類 

三
一
・
〇
一

－

三
一
・
〇
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 
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化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
三
二
類 

三
二
〇
一
・
一
〇

－

三
二
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
二
〇
一
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
二
・
〇
二

－

三
二
・
一
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
三
三
類 

三
三
〇
一
・
一
二

－

三
三
〇
一
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
三
〇
一
・
二
四

－

三
三
〇
一
・
二
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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三
三
〇
一
・
二
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
三
〇
一
・
三
〇

－

三
三
〇
一
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
三
・
〇
二

－

三
三
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
三
四
類 

三
四
・
〇
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
四
・
〇
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
四
・
〇
三－

三
四
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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第
三
五
類 

三
五
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

三
五
〇
二
・
一
一

－

三
五
〇
二
・
一
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
〇
二
・
二
〇

－

三
五
〇
二
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ

三
五
・
〇
三

－

三
五
・
〇
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
・
〇
六－

三
五
・
〇
七 

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
三
六
類 

三
六
・
〇
一

－
三
六
・
〇
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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第
三
七
類 

三
七
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
七
・
〇
二

－

三
七
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
三
八
類 

三
八
・
〇
一 

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
〇
二
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
八
〇
二
・
九
〇

－

三
八
〇
四
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
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れ
る
こ
と
。

三
八
〇
五
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
〇
五
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

三
八
〇
六
・
一
〇

－

三
八
〇
六
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
〇
六
・
三
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
八
〇
六
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
・
〇
七

－
三
八
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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三
八
〇
九
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
一
類
又
は
第
三
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
八
〇
九
・
九
一

－

三
八
二
二
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
・
二
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
一
〇

－

三
八
二
四
・
五
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
二
四
・
六
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
七
一

－

三
八
二
四
・
九
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
八
・
二
五

　

第
三
八
・
二
五
項
の
産
品
が
第
二
十
九
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ

れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
・
二
五
項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
・
二
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
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れ
る
こ
と
。

第
七
部 

第
三
九
類 

三
九
・
〇
一－

三
九
・
一
三

　

Ｃ
Ｃ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

三
九
・
一
四－

三
九
・
二
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
四
〇
類 

四
〇
〇
一
・
一
〇

－

四
〇
〇
一
・
二
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。
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四
〇
〇
一
・
三
〇－

四
〇
一
一
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

四
〇
・
一
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

四
〇
・
一
三－

四
〇
・
一
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
又
は 

　

化
学
反
応
、
精
製
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
。

第
八
部 

第
四
一
類 

四
一
・
〇
一

－
四
一
・
一
五

　

Ｃ
Ｃ

第
四
二
類 



42

四
二
・
〇
一－

四
二
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ

第
四
三
類 

四
三
・
〇
一

－

四
三
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

第
九
部 

第
四
四
類 

四
四
・
〇
一

－

四
四
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ

四
四
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
四
・
〇
五

　

Ｃ
Ｃ

四
四
・
〇
六

－
四
四
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
四
・
一
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
四
四
・
〇
七
項
又
は
第
四
四
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
四
・
一
三

－

四
四
・
二
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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第
四
五
類 

四
五
・
〇
一

－

四
五
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
四
六
類 

四
六
〇
一
・
二
一－

四
六
〇
一
・
九
四

１　

い
ぐ
さ
産
品 

 

　

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

 

２　

そ
の
他
の
も
の

　

Ｃ
Ｃ

四
六
〇
一
・
九
九

－

四
六
〇
二
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ

第
一
〇
部 

第
四
七
類 

四
七
・
〇
一

－

四
七
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
四
八
類 

四
八
・
〇
一

－

四
八
・
二
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
四
九
類 

四
九
・
〇
一

－

四
九
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
一
部 

第
五
〇
類 

五
〇
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

五
〇
・
〇
二

－

五
〇
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
五

－
五
〇
・
〇
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
五
項
又
は
第
五
〇
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に

は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ

る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

 

又
は
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産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
が

い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織

さ
れ
る
こ
と
（
第
五
〇
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
一
類 

五
一
・
〇
一－

五
一
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

五
一
・
〇
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
〇
六

－

五
一
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
一－

五
一
・
一
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国

 

に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

三
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で

あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
こ
と
（
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各

項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
二
類 
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五
二
・
〇
一－

五
二
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ

五
二
・
〇
四－

五
二
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。

た
だ
し
、
第
五
二
・
〇
三
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が

い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
カ
ー
ド
さ

れ
、
又
は
コ
ー
ム
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

五
二
・
〇
八－

五
二
・
一
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

（
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国

 

に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一

二
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で

あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
こ
と
（
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各

項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
三
類 

五
三
・
〇
一－

五
三
・
〇
五

　

Ｃ
Ｃ

五
三
・
〇
六－

五
三
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
三
・
〇
九－

五
三
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

（
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
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非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国

 

に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一

一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で

あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
こ
と
（
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各

項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
四
類 

五
四
・
〇
一－

五
四
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ

五
四
・
〇
七－

五
四
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
四
・
〇
七
項
又
は
第
五
四
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
（
第
五
四
・
〇

一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の

そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全

 

に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
四
・
〇
七
項
若
し
く
は
第
五

四
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る

第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
こ
と
（
第
五
四
・
〇
七
項
又
は
第
五
四
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
Ｃ

Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
五
類 

五
五
・
〇
一－

五
五
・
〇
七

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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五
五
・
〇
八－

五
五
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。

た
だ
し
、
第
五
五
・
〇
六
項
又
は
第
五
五
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原

産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お

い
て
完
全
に
カ
ー
ド
さ
れ
、
又
は
コ
ー
ム
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

五
五
・
一
二－
五
五
・
一
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

（
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国

 

に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一

六
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で

あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
こ
と
（
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
五
六
類 

五
六
・
〇
一－

五
六
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第

五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
四
類
の

材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
六
・
〇
四－

五
六
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一

〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第

五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇

八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
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そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全

に
紡
績
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
五
七
類 

五
七
・
〇
一－

五
七
・
〇
五

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・

〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で

の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に

は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ

る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
五
八
類 

五
八
・
〇
一－

五
八
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一

〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第

五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇

八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の

そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全

に
紡
績
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
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第
五
九
類 

五
九
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
〇
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第

五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項

ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場

合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国

で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

五
九
・
〇
三－

五
九
・
〇
九

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第

五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
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一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項

ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場

合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国

で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
紡
績
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

五
九
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
六
〇
類 

六
〇
・
〇
一－

六
〇
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一

〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第

五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇

八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の

そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全

 

に
紡
績
さ
れ
、
又
は
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

　

産
品
が
完
全
に
浸
染
さ
れ
、
若
し
く
は
な
せ
ん
さ
れ
る
こ
と
及
び
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇

六
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
若
し
く
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で

あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
メ
リ
ヤ
ス
編
み
さ
れ
、
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
さ
れ
る
こ
と
（
第
六
〇
・

〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｃ
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
六
一
類 

六
一
・
〇
一－
六
一
・
一
七

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇

類
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
メ
リ
ヤ
ス
編
み
さ
れ
、
又
は
ク
ロ
セ

編
み
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
六
二
類 

六
二
・
〇
一－

六
二
・
一
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇

類
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

六
二
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇

類
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
、
又
は
メ
リ
ヤ
ス
編
み
さ

れ
、
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
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六
二
・
一
三－

六
二
・
一
七

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇

類
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
六
三
類 

六
三
・
〇
一－

六
三
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇

類
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
完
全
に
製
織
さ
れ
、
又
は
メ
リ
ヤ
ス
編
み
さ

れ
、
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
一
二
部 

第
六
四
類 

六
四
・
〇
一－

六
四
・
〇
六

　

Ｃ
Ｃ

第
六
五
類 
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六
五
・
〇
一－

六
五
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

六
五
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
五
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

六
五
・
〇
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
五
・
〇
四
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

六
五
・
〇
六－

六
五
・
〇
七

　

Ｃ
Ｃ

第
六
六
類 

六
六
・
〇
一－

六
六
・
〇
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
七
類 

六
七
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

六
七
・
〇
二－

六
七
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
三
部 
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第
六
八
類 

六
八
・
〇
一－
六
八
・
一
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
六
九
類 

六
九
・
〇
一－

六
九
・
一
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇　

第
七
〇
類 

七
〇
・
〇
一－

七
〇
・
一
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
〇
・
一
八

　

Ｃ
Ｃ

七
〇
・
一
九－

七
〇
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
四
部 

第
七
一
類 
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七
一
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ

七
一
・
〇
二－
七
一
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
一
・
一
二

　

Ｃ
Ｃ

七
一
・
一
三－

七
一
・
一
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
、
第
七
一
・
一
七
項
、
第
七
一
・
一

八
項
、
第
七
一
〇
一
・
二
二
号
、
第
七
一
〇
二
・
三
九
号
、
第
七
一
〇
三
・
九
一
号
、
第
七
一
〇
三
・
九

九
号
又
は
第
七
一
〇
四
・
九
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
七
一
・
一
八
項
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
五
部 

第
七
二
類 

七
二
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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七
二
・
〇
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
二
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
二
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

七
二
・
〇
五－

七
二
・
二
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
三
類 

七
三
・
〇
一－

七
三
・
二
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
四
類 

七
四
・
〇
一－

七
四
・
〇
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
四
・
〇
四

　

Ｃ
Ｃ

七
四
・
〇
五－

七
四
・
一
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
五
類 
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七
五
・
〇
一－

七
五
・
〇
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
五
・
〇
三

　

Ｃ
Ｃ

七
五
・
〇
四－

七
五
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
六
類 

七
六
・
〇
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
六
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

七
六
・
〇
三－

七
六
・
一
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
七
八
類 

七
八
・
〇
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
八
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

七
八
・
〇
四－

七
八
・
〇
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
七
九
類 

七
九
・
〇
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

七
九
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

七
九
・
〇
三－

七
九
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
〇
類 

八
〇
〇
一
・
一
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
二
六
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

八
〇
〇
一
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
〇
・
〇
二

　

Ｃ
Ｃ

八
〇
・
〇
三－

八
〇
・
〇
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
一
類 

八
一
〇
一
・
一
〇－

八
一
〇
一
・
九
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
一
〇
一
・
九
七

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
一
・
九
九－

八
一
〇
二
・
九
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
二
・
九
七

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
二
・
九
九－
八
一
〇
三
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
三
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
三
・
九
〇－

八
一
〇
四
・
一
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
四
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
四
・
三
〇－

八
一
〇
五
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
五
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
五
・
九
〇－

八
一
〇
七
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
七
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
七
・
九
〇－

八
一
〇
八
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
八
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ
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八
一
〇
八
・
九
〇－

八
一
〇
九
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
〇
九
・
三
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
〇
九
・
九
〇－

八
一
一
〇
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
〇
・
二
〇

　

Ｃ
Ｃ

八
一
一
〇
・
九
〇－

八
一
一
二
・
一
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
一
三

　

Ｃ
Ｃ

八
一
一
二
・
一
九－

八
一
一
二
・
二
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
二
二

　

Ｃ
Ｃ

八
一
一
二
・
二
九－

八
一
一
二
・
五
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
一
一
二
・
五
二

　

Ｃ
Ｃ

八
一
一
二
・
五
九－

八
一
一
三
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
二
類 

八
二
・
〇
一－

八
二
・
一
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇



62

第
八
三
類 

八
三
・
〇
一－
八
三
・
一
一

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
六
部 

第
八
四
類 

八
四
・
〇
一－

八
四
・
八
七

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
五
類 

八
五
・
〇
一－

八
五
・
四
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
七
部 

第
八
六
類 

八
六
・
〇
一－

八
六
・
〇
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
八
七
類 

八
七
〇
一
・
一
〇－

八
七
〇
八
・
二
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

八
七
〇
八
・
三
〇

１　

ブ
レ
ー
キ
及
び
サ
ー
ボ
ブ
レ
ー
キ

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
三
〇
号
の
ブ
レ
ー
キ
及
び
サ
ー
ボ
ブ
レ
ー
キ
の
部
分
品
か
ら
の

 

変
更
又
は

 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

ブ
レ
ー
キ
及
び
サ
ー
ボ
ブ
レ
ー
キ
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
〇
八
・
四
〇

１　

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス 

 
　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
四
〇
号
の
ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス
の
部
分
品
か
ら
の
変
更
又
は

 
　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
〇
八
・
五
〇

１　

駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
五
〇
号
の
駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

 

部
分
品
か
ら
の
変
更
又
は

 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
〇
八
・
七
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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八
七
〇
八
・
八
〇

１　

懸
架
装
置
（
シ
ョ
ッ
ク
ア
ブ
ソ
ー
バ
ー
を
含
む
。
） 

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
八
〇
号
の
懸
架
装
置
（
シ
ョ
ッ
ク
ア
ブ
ソ
ー
バ
ー
を
含
む
。
）

 

の
部
分
品
か
ら
の
変
更
又
は

 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

懸
架
装
置
（
シ
ョ
ッ
ク
ア
ブ
ソ
ー
バ
ー
を
含
む
。
）
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

八
七
〇
八
・
九
一

１　

ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

 

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
九
一
号
の
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
の
部
分
品
か
ら
の
変
更
又
は

 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

八
七
〇
八
・
九
二

１　

消
音
装
置
（
マ
フ
ラ
ー
）
及
び
排
気
管

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
九
二
号
の
消
音
装
置
（
マ
フ
ラ
ー
）
及
び
排
気
管
の
部
分
品
か

 
ら
の
変
更
又
は 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

消
音
装
置
（
マ
フ
ラ
ー
）
及
び
排
気
管
の
部
分
品

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
〇
八
・
九
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

八
七
〇
八
・
九
四

１　

ハ
ン
ド
ル
、
ス
テ
ア
リ
ン
グ
コ
ラ
ム
及
び
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ボ
ッ
ク
ス

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
若
し
く
は
第
八
七
〇
八
・
九
四
号
の
ハ
ン
ド
ル
、
ス
テ
ア
リ
ン
グ
コ
ラ
ム
及
び
ス
テ
ア
リ

 

ン
グ
ボ
ッ
ク
ス
の
部
分
品
か
ら
の
変
更
又
は

 

　

Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

 

２　

ハ
ン
ド
ル
、
ス
テ
ア
リ
ン
グ
コ
ラ
ム
及
び
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ボ
ッ
ク
ス
の
部
分
品
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Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

八
七
〇
八
・
九
五－

八
七
一
六
・
九
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
八
類 

八
八
・
〇
一－

八
八
・
〇
五

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
八
九
類 

八
九
・
〇
一－

八
九
・
〇
八

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
八
部 

第
九
〇
類 

九
〇
・
〇
一－

九
〇
・
三
三

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
九
一
類 

九
一
・
〇
一－
九
一
・
一
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
一
一
三
・
一
〇－
九
一
一
三
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ

九
一
一
三
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ

九
一
・
一
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
二
類 

九
二
・
〇
一－

九
二
・
〇
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
一
九
部 

第
九
三
類 

九
三
・
〇
一－

九
三
・
〇
七

　
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
二
〇
部 

第
九
四
類 

九
四
〇
一
・
一
〇－
九
四
〇
一
・
八
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
一
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ

九
四
〇
二
・
一
〇－

九
四
〇
四
・
一
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
四
・
二
一－

九
四
〇
四
・
二
九

　

Ｃ
Ｃ

九
四
〇
四
・
三
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
四
〇
四
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八

項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

九
四
・
〇
五－

九
四
・
〇
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
九
五
類 

九
五
・
〇
三－

九
五
・
〇
八

　
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇
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第
九
六
類 

九
六
・
〇
一

　

Ｃ
Ｃ
（
第
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

九
六
〇
二
・
〇
〇－
九
六
〇
三
・
五
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
〇
三
・
九
〇

　

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
四

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
・
〇
五

　

Ｃ
Ｃ

九
六
〇
六
・
一
〇－

九
六
〇
六
・
二
二

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
〇
六
・
二
九

　

Ｃ
Ｃ

九
六
〇
六
・
三
〇－

九
六
一
八
・
〇
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
・
一
九

　

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

九
六
・
二
〇

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇

第
二
一
部 



69

第
九
七
類 

九
七
・
〇
一－
九
七
・
〇
六

　

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は
Ｑ
Ｖ
Ｃ
四
〇


